
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
七
十
七
号

気
象
測
器
等
委
託
検
定
規
則

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

第
四
十
三
条
及
び
運
輸
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
五
十
七
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
を
実
施
す
る

た
め
、
気
象
測
器
等
委
託
検
定
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

第
一
条
　
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十

五
号
）
第
四
十
三
条
の
委
託
に
よ
り
気
象
庁
が
行
う
検

定
（
型
式
証
明
を
含
む
。
第
三
条
及
び
第
七
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
気
象
測
器
そ
の
他
の
器

具
、
器
械
及
び
装
置
（
以
下
「
気
象
測
器
等
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
日
照
計

二
　
直
達
電
気
式
日
射
計

三
　
震
度
計

四
　
磁
気
儀

五
　
磁
気
計

六
　
羅
針
盤

２
　
前
項
の
検
定
を
行
う
気
象
庁
の
機
関
（
以
下
「
受
託

機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
気
象
測

器
等
ご
と
に
気
象
庁
長
官
が
定
め
る
。

第
二
条
　
気
象
測
器
等
の
検
定
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
号
様
式
の
検
定
委
託
書
と
と
も
に
当
該
気
象

測
器
等
を
受
託
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
気
象
測
器
等
の
型
式
証
明
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
二
号
様
式
の
型
式
証
明
委
託
書
と
と
も
に
試
験

用
の
気
象
測
器
等
三
個
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
受
託

機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
型
式
の
気
象
測
器
等
の
構
造
、
材
料
及
び
寸

法
（
回
路
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
回
路
に
使
用

す
る
部
品
の
定
格
及
び
性
能
を
含
む
。
）
を
示
す
図

面
並
び
に
動
作
原
理
及
び
使
用
方
法
に
関
す
る
説

明
書

二
　
当
該
型
式
の
気
象
測
器
等
の
検
査
の
た
め
の
設
備

の
名
称
、
性
能
及
び
数
並
び
に
検
査
の
方
法
を
記
載

し
た
書
類

３
　
受
託
機
関
の
長
は
、
気
象
測
器
等
の
型
式
証
明
を
委

託
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
型
式
証
明
の
た
め
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十

五
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ

き
検
定
の
手
数
料
の
額
は
、
気
象
測
器
等
の
種
類
及
び

検
定
の
難
易
の
程
度
に
応
じ
、
実
費
を
勘
案
し
て
気
象

庁
長
官
が
定
め
る
額
と
す
る
。

２
　
前
項
の
手
数
料
は
、
前
条
の
委
託
書
を
提
出
す
る
際

に
、
そ
の
金
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
当
該
委
託
書

に
貼
り
付
け
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
受
託
機
関
の
長
は
、
気
象
測
器
等
の
検
定
の
委

託
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
気
象
測
器
等
が
、
そ
の

構
造
（
材
料
の
性
質
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
検
定
公
差
に
関
し
て
気
象
庁
長
官
の
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
合
格
の
検
定
を
す
る
。

２
　
受
託
機
関
の
長
は
、
次
項
の
型
式
証
明
を
受
け
た
型

式
の
気
象
測
器
等
に
つ
い
て
前
項
の
検
査
を
行
う
場
合

に
あ
つ
て
は
、
構
造
に
関
し
て
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
の
検
査
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
受
託
機
関
の
長
は
、
気
象
測
器
等
の
型
式
証
明
の
委

託
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
気
象
測
器
等
が
第
一
項

の
基
準
の
う
ち
構
造
に
関
し
て
定
め
る
も
の
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
を
検
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
型
式
証
明
を
す
る
。

第
五
条
　
検
定
に
合
格
し
た
気
象
測
器
等
に
は
、
検
定
証

印
を
附
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
そ
の
構
造
上
検
定

証
印
を
附
し
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
附
さ
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
検
定
証
印
は
、
刻
印
又
は
ゴ
ム
印
と
し
、
そ

の
形
状
及
び
寸
法
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

形
状

寸
法

備
考

一
辺
の
長

さ
四
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

以
上
六
ミ

リ
メ
ー
ト

ル
以
下

一
　
形
状
は
、
正
方
形
と

し
、
正
方
形
の
各
々
の
角

は
、
適
当
に
丸
み
を
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
形
状
に
お
い
て
、
そ

の
中
の
数
字
は
、
西
暦
年

数
の
十
位
以
下
を
表
す
も

の
と
す
る
。

第
六
条
　
気
象
測
器
等
が
検
定
に
合
格
し
た
と
き
は
、
受

託
機
関
の
長
は
、
検
定
を
委
託
し
た
者
に
対
し
、
第
三

号
様
式
の
委
託
検
定
証
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
型
式
証
明
は
、
型
式
証
明
を
委
託
し
た
者
に
対
し
、

第
四
号
様
式
の
委
託
型
式
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条
　
気
象
測
器
等
の
検
定
を
委
託
し
た
者
が
、
自
ら

の
都
合
に
よ
り
そ
の
委
託
を
取
り
消
す
場
合
は
、
一
旦

納
入
し
た
手
数
料
は
、
こ
れ
を
返
還
し
な
い
。

第
八
条
　
型
式
証
明
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
の
気
象

測
器
等
に
型
式
証
明
番
号
を
容
易
に
消
滅
し
な
い
方
法

で
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
　
型
式
証
明
を
受
け
た
者
（
第
二
号
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
相
続
人
又
は
清
算
人
）
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
受
託
機
関
の

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
型
式
証
明
を
受
け
た
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又

は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

二
　
型
式
証
明
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し

た
と
き
。

三
　
当
該
型
式
の
気
象
測
器
等
の
製
造
に
係
る
事
業
を

廃
止
し
た
と
き
。

四
　
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
記
載
事

項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

五
　
第
二
条
第
三
項
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
の
記
載
事

項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。

第
十
条
　
型
式
証
明
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該

当
す
る
と
き
は
、
型
式
証
明
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一
　
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
。

二
　
当
該
型
式
の
気
象
測
器
等
の
製
造
に
係
る
事
業
を

廃
止
し
た
と
き
。

三
　
型
式
証
明
を
辞
退
し
た
と
き
。

２
　
受
託
機
関
の
長
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
型
式
証
明
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
他
の

必
要
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
気
象
測
器
等
の
型
式
が
、
第
四
条
の
気
象
庁

長
官
の
定
め
る
基
準
の
改
正
に
よ
つ
て
、
こ
れ
に
適

合
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

二
　
型
式
証
明
を
受
け
た
者
が
当
該
型
式
の
気
象
測
器

等
の
検
定
に
関
し
、
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
。

三
　
型
式
証
明
を
受
け
た
者
が
第
九
条
の
規
定
に
違
反

し
た
と
き
。

四
　
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
検
査
の
た
め

の
設
備
を
欠
き
、
又
は
検
査
の
方
法
を
実
施
し
な
い

と
認
め
る
と
き
。

五
　
そ
の
他
受
託
機
関
の
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
。

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
細
目
的
事

項
は
、
気
象
庁
長
官
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
三
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
三
年
七
月
一
日
運
輸
省
令
第

二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
〇
月
三
日
運
輸
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
六
月
一
日
運
輸
省
令
第

四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
二
月
三
日
運
輸
省
令
第

七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
一
日
運
輸
省
令
第

一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
二
九
日
運
輸
省
令

第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
運
輸
省
令

第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省

令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
気
象
測
器
等
委
託
検
定
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
検
定
の
申
請
の
あ
つ
た
気
象

測
器
等
の
検
定
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
気
象
測
器
等
委
託
検
定
規
則
別
表
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
行
う
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
二
六
日
運
輸
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
二
一
日
運
輸
省
令
第

四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
気
象
測
器
検
定
規
則
、
気
象
、
地
象
、
水
象
関
係

計
量
器
の
検
定
に
関
す
る
省
令
又
は
気
象
測
器
等
委
託

検
定
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
気
象
測
器
の

検
定
の
申
請
又
は
気
象
測
器
等
の
検
定
の
委
託
に
係
る

行
政
事
務
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

一
二
号
）
　
抄

1



１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令

第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通

省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省

令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通

省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る

行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に

行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和

元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第一号様式（第二条関係）

検 定 委 託 書

× 年度

受託機関の長 殿

×委託書 号

気象測器 製造 製造 製造 型式証明 一個当り 手数料
型式 数量

等の名称 者名 年月 番号 番 号 の手数料 合 計

円 円

上記の気象測器等の検定を委託します。

年 月 日

委託者住所

氏名又は名称

（注）１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４横型とすること。
２ ×印の欄は、記載しないこと。
３ 該当する事項のない欄は、空欄とすること。

第
二
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第二号様式（第二条関係）

型 式 証 明 委 託 書

× 年度

受託機関の長 殿

×委託書 号

気象測器等の名称 型 式 手 数 料

円

上記の気象測器等につき型式証明を委託します。

年 月 日

委託者住所

氏名又は名称

（注）１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４横型とすること。

２ ×印の欄は、記載しないこと。

第
三
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）

第三号様式（第六条関係）

証書第 号

委 託 検 定 証 書

年 月 日

受託機関の長

気象測器等の名称

製 造 者 名

型 式

製 造 年 月

製 造 番 号

上記の気象測器等は、気象測器等委託検定規則第４条第１項の規定により検査し

た結果、同項の基準に適合するものであることを証明します。

（注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とすること。

第
四
号
様
式
（
第
六
条
関
係
）

第四号様式（第六条関係）

型式証明（委）第 号

委 託 型 式 証 明 書

年 月 日

受託機関の長

気象測器等の名称

製 造 者 名

型 式

上記の気象測器等は、気象測器等委託検定規則第４条第３項の規定により検査し

た結果、同項の基準に適合する型式であることを証明します。

（注） 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦型とすること。
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